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１．日 時  ６月１９日（月）１６：００ 

２．場 所  振興会会議室 

３．出席者  雨宮会長、佐野副会長、深澤副会長、大久保監事、内藤監事、中込委員、 

        義見委員、中沢委員、出羽委員、萱沼委員、斉藤委員、清水委員、 

              田口委員、村松委員 

事務局：石原専務、斉木参与、山下部長、名取課長 

４.会議事項  ①任期満了に伴う役員の改選について 

②全体会議について 

       ・全体会議当日の日程、進行等について 

       ・全体会議提出資料の確認について 

       ③その他 

 

 

１．日 時  ６月２７日（火）１６：００ 

２．場 所  振興会会議室 

３．出席者  大久保委員、五味委員、平井委員、井上委員、中沢委員、雨宮委員、 

       久島委員、斉藤委員、内藤委員、田口委員、鈴木委員 

事務局：石原専務、斉木参与、山下部長、名取課長 

４.会議事項  ①任期満了に伴う役員の改選について 

②全体会議について 

       ・全体会議当日の日程、進行等について 

       ・全体会議提出資料の確認について 

       ③その他 

 

 

指定整備事業協議会全体会議が下記により開催されました。当日は、多くの会員の方々に参加

頂きました。 

 １．日 時  ６月２９日（木）１５:００ 

 ２．場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 

 ３．来 賓  関東運輸局山梨運輸支局    遠藤支局長 

関東運輸局山梨運輸支局    村松首席陸運技術専門官 

        関東運輸局山梨運輸支局    渡邉陸運技術専門官 

自動車技術総合機構山梨事務所 日原所長 

軽自動車検査協会山梨事務所  木村所長 

４．全体会議 

  （１）平成２８年度事業報告の承認について 

   （２）平成２８年度決算報告の承認について 監査報告 

〓業界情報〓 

指定協委員会の開催 

指定整備事業協議会の活動について 

指定協委員会の開催 

指定協全体会議の開催 
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（３）報告事項 

   任期満了に伴う役員改選について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）平成２９年度事業計画(案)の承認について 

（５）平成２９年度収支予算(案)の承認について 

  （６）その他 

 

 

  

１．日 時  ６月２９日（木）１６:００ 

 ２．場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 

 ３．講 師  関東運輸局山梨運輸支局 渡邉陸運技術専門官、渡部整備部門担当 

４．内 容  指定整備事業の適正な業務運営の徹底について 

 

 

 

 

 

 

指定協研修会が開催 

全体会議の模様 研修会の模様 

役名 委員名 所属事業場 地　　区

会　長 雨宮　正寛 雨宮自動車興業(株) 峡　　東

副会長 大久保俊秀 (有)大久保自動車工業 甲　　府

副会長 出羽　尚行 (株)ホンダ四輪販売出羽 岳　　麓

監　事 五味　俊正 (有)新世自動車整備工場 甲　　府

委　員 平井　保英 (有)八ッ麓自動車 峡　　北

委　員 井上　　修 ハーレーダビッドソン山梨 南アルプス

委　員 義見　賢次 日産プリンス山梨販売（株）昭和釜無工業団地店 峡　　中

委　員 中沢　　昭 (有)中沢モータース 峡　　南

委　員 久島　一浩 久島自動車工場 東　　部

委　員 佐野　　桂 いすゞ自動車首都圏(株) 大　　型

委　員 桑原　寿樹 ネッツトヨタ山梨(株) 小　　型

監　事 斉藤　武晴 関東三菱自動車販売(株) 軽自動車

委　員 内藤　公明 (株)内藤自動車工業 振 興 会

委　員 田口  　久 三友自動車工業(有)

委　員 鈴木　雪雄 (株)鈴木モータース

幹　事 石原美千老 (一社)山梨県自動車整備振興会

幹　事 斉木　重夫 (一社)山梨県自動車整備振興会
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 国土交通省では、未認証事業者の排除に向けた取り組みの一環として、情報収集・調査等の一層

の強化を図るため、毎年７月を強化月間として、未認証防止対策を推進しています。 

 未認証に関する情報がありましたら、本誌２０ページの情報提供用紙により、各支部長経由にて

振興会にご連絡下さいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

未認証行為防止啓発について 
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《 未認証事業者に関する新聞記事掲載（読売新聞）》 

 

読売新聞（５月９日付・夕刊、別紙参照）において、国土交通省の調査にて未認証事業者による

違法な点検整備により、自動車ユーザーが車検と定期点検が適正に行われたと誤認した恐れや、違

法な分解整備等が行われている可能性がある旨の記事掲載がありましたので、お知らせします。 
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自動車技術総合機構 関東検査部からのお知らせ 
 

 

 

 

機器定期点検のお知らせ 

 

受検者の皆様には日頃、検査業務にご協力いただき 

ありがとうございます。 

この度、検査機器の定期点検に伴い 

以下の日程で検査コースを閉鎖いたします。 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をよろしく 

お願いいたします。 

 

【コース閉鎖日程】 

８月３日（木） 

午前：４コース 午後：２輪コース 

 

８月２２日（火） 

      午前：５コース 午後：３コース 

 

８月２３日（水） 

      終日：２コース 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構 

関東検査部 山梨事務所 
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～検査コース内での事故にご注意下さい！～ 

 

検査場コース内で「アクセルとブレーキの踏み間違い」や「ＡＴ車に 

おいてＤレンジに入れたまま降車」による事故が多発しています！ 

 全国の車検場で、「ブレーキとアクセルの踏

み違い」や「ギアをＤレンジに入れたまま降

車」してしまったことによる、追突事故が多

発しております。 

 事故が起きますと、受検者の皆様方に大変

なご迷惑をお掛けすることとなりますので、

受検の際は細心の注意を払われるようお願い

いたします。 
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国土交通省より、一般貸切旅客自動車運送事業者における交通事故防止のための取り組みを支援

する観点から、デジタル式運行記録計及びドライブレコーダーの導入について、国土交通大臣が認

定した機器の取得にかかる経費に対し補助する制度が開始されることに関して、下記のとおり通知

がありましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度事故防止対策支援推進事業に対する補助制度のお知らせについて 
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【本件に関するホームページアドレス】 
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① 「衝突安全性能評価」「予防安全性能評価」の配布について        

独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）では、国土交通省の指導のもと、自動車 

ユーザーに安全意識を高め、より安全な自動車の普及を図るため、自動車アセスメント情報 

を公表しております。 

本年度におきましても、当会に「衝突安全性能評価」及び「予防安全性能評価」が届きま 

したので、配布します。 

・パンフレット 各工場１冊ずつ ・チラシ  各工場１枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の配布物について 
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【内容】概算見積書の発行がなく了解も取らず整備が行われ、請求書が来た。 

・車名:不明（軽自動車） ・登録年月:平成２２年 ・走行距離:１００，０００ｋｍ  

・相談日：平成２８年４月２７日 

平成２８年４月、高速道路を走行中エンジンに力が無く加速しなくなった。 

ＪＡＦを呼び、翌日、いつも入庫しているディーラー整備工場へ修理依頼。診断後連絡

して貰うように依頼するが、連絡無かった。夕方、連絡が無いので相談者から電話する

と、「まだ見ていない」とのことで、診断後連絡するよう依頼する。 

しかし、連絡が無いので再度相談者から電話すると、「直りました」とのこと。 

  その後、納車及び請求書が来る。スパークプラグに異常があり交換したとのこと。 

何故、連絡をくれなかったのか？何故異常個所の説明や見積り無く、修理実施の了解も 

取らずに作業を実施したのか？と聞くと、平謝りされた。 

  ３月初旬に１年点検を同整備工場で実施しているが、記録簿の裏に整備保証とある。 

このような場合、整備保証の対象とならないのか？今回の故障は１年点検時に発見でき

なかったのか？ 

今回のような場合、代金は支払わないといけないのか？という相談。 

 

【対応】 

まず、整備保証について、対象となる条件が「点検・整備作業が原因で生じた不具合に 

ついて」とある。 

今回の故障が部品の締め付け不足等作業が原因でなければ、対象とならないと思われる。

点検記録簿の「スパークプラグの状態」欄がレ点とのこと。当時は点検良好でエンジン 

不調も発生していなければ、今回の不具合を予見するのは難しいと思われる。 

代金の支払いの有無や金額については、当会は介入できないので、双方で話し合って頂

く他無い。｢了解を取らずに作業を実施した等、整備工場側が否を認めているのであれ

ば、その部分も含めて交渉してみてはいかがでしょうか。概算見積りが無く、修理実施

の了解も取らずに作業を実施したのであれば、不適切であり、事実確認ができれば当会

から指導します｣と伝える。 

 当会から整備工場側に連絡して頂きたいと希望されたので、整備相談のあったことと概 

算見積書が無い等についての確認と事実であれば指導 

今回の整備内容の詳しい説明、料金については良く話し合って頂く旨を伝えます｣と言う 

と、結果報告の連絡が欲しいとのこと。 

 整備工場の担当者へ連絡。上記相談の件を伝える。相談者の訴えの通りで、当日は入庫 

が多く、かつ、整備要員数が少ないことが重なり、十分な対応ができなかったとのこと。 

後ほど相談者に連絡を入れると言われ、電話を終える。 

 相談者へ上記の件を報告。後ほど整備工場から相談者へ連絡する予定と伝え、相談を終 

える。 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.66 
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タ イ ヤ 偏 摩 耗 

■タイヤ偏摩耗 
タイヤのトレッド部が均⼀に摩耗せず、どこか⼀部だけ異常に摩耗してしまう場合がありま

す。編摩耗は著しくタイヤの性能を低下させ、タイヤの寿命を縮めるためその原因を⾒極め、
対処する必要があります。 

■タイヤ偏摩耗の原因と予防・対処法（例） 

偏摩耗の種類 発⽣現象 主な発⽣原因 予防・対処法 

ヒール＆トー摩耗
（段減り） 

タイヤの円周⽅向
に、のこぎりの⻭に
似た摩耗が⽣じる 

 ラグパターンやブ
ロックパターン独
特の摩耗で、空気圧
不⾜やローテーシ
ョン不⾜などによ

る。

ローテーション 

空気圧点検 

⽚べり摩耗 トレッドの⽚側だ
けが早く摩耗する 

 
トー及びキャンバ
ー過度のため、⼀⽅
のショルダーだけ

が摩耗する 

アライメント  
調整 

フェザーエッジ摩
耗（⽻状摩耗） 

タイヤの断⾯⽅向
に、のこぎりの⻭に
似た摩耗が⽣じる 

 極端なトーインの
ため、サイドフォー
カスがかかり、断⾯
⽅向が⽻状に摩耗

する。 

アライメント  
調整 

センター摩耗 トレッドの中⼼部
が早く摩耗する 

 
空気圧過多状態で
の⾛⾏によって、セ
ンター部が早く摩

耗する。 
空気圧点検 

両肩べり摩耗 
両側のショルダー
部が、センター部よ

り早く摩耗する 

 
空気圧不⾜状態で
の⾛⾏によって、シ
ョルダー部が早く

摩耗する 
空気圧点検 

局部摩耗 トレッド部が局部
的に摩耗する 

 
急ブレーキ、急ハン
ドルなどによる運
転操作。ホイールバ

ランス不良 

安全運転 

バランスの   
取り直し 

四輪トータル・アライメント・テスターにて測定し、調整できる場合もあります。 

四輪アライメント講習受講済みの方は、テスターを有料利用できますので是非活用して下さい。 

整備インフォメーション
Vol. 75 


